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１．はじめに

　『大学発知のODA〜知的国際貢献に向けて〜国際社

会における責務を果たし，開発途上国の様々な課題を

より効果的に解決するために大学をはじめ我が国が有

する「知」を活かした国際協力を推進する』

　このように国際教育協力懇談会報告２００６（以下「報

告２００６」と記す）に示されており，国際協力におけ

る大学が有する「知」の活用の方向・大学が担う役割

について示唆されている．

　この「国際教育協力懇談会」は，文部科学大臣の私的

懇談会として，国際協力において教育関係者が果たす役

割や活動のあり方等について議論を進め，今日までに平

成１２年・１４年に報告を行っている．それらの報告・提

案をもとに，学校教員の参画の幅を広げる青年海外協

力隊「現職教員特別参加制度」の創設，大学の国際教

育協力研究センターの設置促進，国際教育協力「拠点

システム」の構築，大学の国際協力促進のための「国

際開発協力サポート・センター」プロジェクトの実施

等々が推進されてきたのはその大きな成果といえる．

　「報告２００６」の中で，「国際開発協力を取り巻く国

際的な潮流」について記述されている．「国連ミレニア

ム宣言」はじめ，地震，災害，地域紛争，HIV／AIDS，

感染症，環境問題，エネルギー問題等々にも触れられ

ている．

　国際教育協力懇談会報告２００６の詳細については，

下記文部科学省ホームページを参照されたい．

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/003/

boshu/06071904/001.htm

　また教育開発の観点からは「万人のための教育

（EFA：Education for All）」の重要性が明確にされ，

２０１５年までに初等教育の完全普及を目指す目標達成

に向けた取組が進んでいる一方で大きい地域格差があ

ることはもとより，初等教育就学率の数的な向上が認

められる諸国での質的な向上や中等・高等教育，職業

教育開発の充実への期待等々，課題が山積している現

状について明らかにされた．

　今，国際協力について考え，活動する指針として，

「人間の安全保障」，「持続可能な開発」という視野が重

視されている．これらの用語はどのような考え方，背景
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があって使われ始めたのか，現在共有されている概念は

どういうことなのか等々検討することが重要である．

　国連人間の安全保障委員会事務局による最終報告書

要旨（２００３年５月）によると，『「人間の安全保障」

とは人間の中枢にある自由を守ることである．人間自

身に内在する強さと希望に拠って立ち，死活的かつ広

範な脅威から人々を守ることを意味する．また，生存，

生活及び尊厳を確保するための基本的な条件を人々が

得られるようなシステムを構築することでもある．さ

らに，「欠乏からの自由」，「恐怖からの自由」，あるい

は自身のために行動する自由といった様々な自由を結

びつける．「保護」と「能力強化」はこうした目的を達

するための総合戦略である．人々を危険から保護する

ためには，一貫した規範・プロセス・制度を国際社会

が協調して構築する必要がある．また，能力を強化す

ることにより，人々は自らの可能性を開花させ意思決

定に参画できるようになる．保護と能力強化は相互補

完関係にあり，多くの状況で双方ともが必要となる．

「人間の安全保障」は「国家の安全保障」を補完し，

人間開発を伸長させるとともに人権を推進する．』と述

べられている．

　また外務省の「人間の安全保障イメージ図」（２００４）

では，「人間の安全保障とは，人間の生存，生活，尊厳

に対する脅威から各個人を守り，それぞれの持つ豊か

な可能性を実現するために，一人ひとりの視点を重視

する取り組みを強化しようという考え方」と明確に示

されている．このことからも前述人間の安全保障委員

会によって示された１０の政策的結論の１つである「基

礎教育の完全普及によりすべての人々の能力を強化す

ること」の位置づけが明らかになる．

　また「国連持続可能な開発のための教育の１０年」関

係省庁連絡会議が，わが国における実施計画を提出し

た（２００６年３月）．その中で，２００５年から２０１４年ま

での１０年間を「国連持続可能な開発のための教育の１０

年」とすることが決議されたことが示されている．注

目すべきは，「持続可能な開発のための教育（Education 

for Sustainable Development 以下「ESD」）について，

この実施計画の中でかなり具体的に提案されているこ

とである．ここでは，先ず「持続可能な開発とは，将

来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく，現

在の世代のニーズを満たすような社会づくりのことを

意味しています．このため，すべての人が健康で文化

的な生活を営むための取組が必要であり，貧困を克服

し，保健衛生を確保し，質の高い教育を確保すること

などが必須です．これらの取組は，性別，人種等によ

り差別されず，公平に向上するよう取り組まなければ

なりません．また，これらの取組を資源の有限性，環

境容量の制約，自然の回復力などを意識した節度ある

ものとし，将来世代へと持続する社会づくりとしなけ

ればなりません．さらに，戦争や紛争は，難民を生み，環

境を破壊するため，平和への取組が必要です．以上を

踏まえると，世代間の公平，地域間の公平，男女間の

平等，社会的寛容，貧困削減，環境の保全と回復，天

然資源の保全，公正で平和な社会などが持続可能性の

基礎となっており，環境の保全，経済の開発，社会の

発展（以下を含め，「社会」を文化の面も含めた広い意

味で使います．）を調和の下に進めていくことが持続可

能な開発です．」と総括的にとらえたうえで，その実現

のためには，教育（ESD）が重要であり，その目標は

「すべての人が質の高い教育の恩恵を享受し，また，

持続可能な開発のために求められる原則，価値観及び

行動が，あらゆる教育や学びの場に取り込まれ，環境，

経済，社会の面において持続可能な将来が実現できる

ような行動の変革をもたらすこと」とまとめられてい

る．そのうえで，我が国における ESD として，「地球

的視野で考え，様々な課題を自らの問題として捉え，

身近なところから取り組み（think globally， act locally），

持続可能な社会づくりの担い手となる」よう個々人を

育成し，意識と行動を変革することです．そのためには，

人格の発達や，自律心，判断力，責任感などの人間性

を育むという観点，個々人が他人との関係性，社会と

の関係性，自然環境との関係性の中で生きており，「関

わり」，「つながり」を尊重できる個人を育むという観

点の２つの観点が必要です．このような視点を踏まえ

た上で，公共に主体的に関わり，持続可能な社会づく

りに参画する個人を育むことを目指します．それは，

未来の社会を描き，その実現に向けた取組を実行でき

る人づくりということも言えます．」と述べられている．

これに続いて，ESD 実施の指針として，「地域づくり

へと発展する取組」，「教育の場，実施主体」，「教育の

内容」，「学び方・教え方」，「育みたい力」，「多様な主

体の連携，協働」，「評価」の視点から検討されている．ま

た国内における具体的な推進方策として，「ビジョン構

築，意見交換」，「協議による政策決定，関係性・主体

性の促進」，「パートナーシップーとネットワークの構

築・運営」，「能力開発，人材育成」，「調査研究，プロ

グラム開発」，「情報通信技術の活用」が示されている．

さらに各主体に期待される取組として検討するなかで，

特筆すべきは「教員養成・研修機関」について，「教員

が ESD に関する知識や技能を有していることにより，

児童生徒への効果的な ESD が可能となるため，教員養

成・研修機関には以下のような取組や役割が期待され

ます．・ESD に係る教員の指導力の向上，授業の改善

や充実のための研修を行うこと．この際，指導計画の

作成，外部との連携手法，探求性や実践性を重視した

教授法等についても取り上げること．・大学の教育学部
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等の教職課程において，ESD について積極的に取り上

げるとともに，実践的な指導方法を教授すること．」と

示されている．

　こうした実施計画の中で，関係各省庁が重点的に取

り組む施策内容が具体的に明確に示されている．

　近年の様々な問題，課題に接するときに，従来の国

単独，または複数の国の連合体による安全保障で対応

しきれるものではないことは明瞭になってきていると

考えられる．また進む市場経済・企業の論理の中で，

貧富の差や食糧危機の拡大等々，…の現実をみるとき，

我々の世界はこれからも持続可能なのかどうか．この

ような観点から，人間，世界をみる視点は，現在の，

そしてこれからの世界をつくる人間の教育に関わる教

員養成の段階で，そして教員の力量向上の段階に関わ

る本学の目的からしても必須のものと考えられる．ま

たこれらの視点は国際化について考え，経験する中で

共有を図り，個々の，また集団の具体的な対応・活動

として接近・実現していくことが重要になっていると

いえる．それらの検討については，下記外務省のホー

ムページ等を参照されたい．

http://www.mofa.gojp/mofaj/gaiko/oda/bunya/security/

index.html

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/sogo/

kaihatsu.html

２．国際教育カリキュラムの構想

　「報告２００６」においては，議論の背景についての検

討を通して，「大学をはじめとする教育関係者の状況と

役割」について次のように述べている．

　「我が国の教育関係者が置かれている状況に目を転

じると，近年のグローバル化の中で大きな変化を見て

取ることができる．特に，高等教育については，近年，欧

米諸国の多くの大学がアジア地域に海外分校の設置や

留学プログラムの整備といった取組を積極的に展開し

ており，この結果，アジア地域から域外への留学生が

増加の途を辿っている．我が国においてもアジア地域

との連携・交流を重視する大学は増加してきているが，

成長著しいアジア地域の高等教育需要に応えていくこ

とが求められている．」「国公私立大学を通じ，個性化・

活性化の観点から国際展開を大学の特色として掲げる

大学が増えており，中には，国際開発協力に積極的に

参画し，教育研究機能の活用及びその向上に取り組む

大学も見られる．」「初等中等教育においても，…（中

略）…国際理解に関する教育の取組などが見られる．

教員が国際開発協力に参画することで，教員の問題対

処能力の向上や，国際理解教育・各教科教育における

指導力の向上などが期待できることから，積極的に取

り組む教育委員会も増えている．」「このように，教育

界におけるグローバル化というタイミングを活かし，

NGO 等の教育協力の関係者を含めた我が国の教育関

係者が有する知見・経験を国際開発協力に活用すると

ともに，協力現場への教育関係者の一層の参画促進を

図るという視点が援助関係者・教育関係者双方にとっ

て重要である．」

　この立場に立って，その「基本的な方向性」として

次のように集約している．

＜教育協力を中心とした援助における課題＞

・貧困や感染症，災害，平和構築，エネルギー，環境

など地球的規模の課題の解決・初等中等教育の完全

普及過程における質的向上・持続的発展や EFA 目標

を達成した国における高等教育・職業教育開発の必

要性

・「選択と集中」による我が国 ODA 予算の効果的・効

率的活用

・我が国が有する強みを最大限活かすとともに，相手

国の状況に柔軟に対応した質の高い国際開発協力の

実践

＜我が国の教育における課題＞

・教育全般を通じた国際化・グローバル化への対応

・アジア地域を中心とした高等教育需要への対応

・国際開発協力への参画を通じた我が国の教育改善・

大学改革

　こうした検討を通して，取組を展開に期待する具体

的な方策が次のような観点から提案されている．但し

具体的な方策の後の括弧及びその中の番号については，

「報告２００６」における提案と本学の国際教育の取組の

関連を検討するために筆者が付記したものである．

⑴　基礎教育分野における質的向上・持続的発展の促

進

①教育関係者を通じた教育ノウハウの提供（⑴−①）

②理数科教育などの我が国の教育上の知見・経験の

オープンリソース化（⑴−②）

③基礎教育協力に携わる国内関係者相互のネット

ワークの形成（⑴−③）

④南南協力への積極的貢献（⑴−④）

⑵　高等教育・職業教育分野における協力の拡充

①息の長い協力・交流を進める戦略の実現（⑵−①）

②高等教育・職業教育分野における知見・経験の蓄

積・共有化（⑵−②）

③アジア地域における高等教育に関する相互理解の

促進（⑵−③）

⑶　我が国教育関係者の連携の促進等

①協力における連携の促進（⑶−①）

②国際開発協力人材の育成のための連携協力（⑶−

②）
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③国際機関との連携の促進（⑶−③）

④初等中等教育現場における国際理解教育の充実

（⑶−④）

⑤地域における外国人のための日本語教育の充実

（⑶−⑤）

　さらにこのような取組における「大学の知を活用す

る意義と役割」について，次のようにまとめられている．

　「貧困・飢餓，災害，地域紛争，感染症といった地球

的規模の困難な課題解決に向けて，先進各国には資金

面だけではなく，知的貢献が求められている一方，こ

れらはいずれも複合的で学際的取組が必要となる大き

な課題であり解決が容易ではない．こうした背景の下，

我が国が国際社会において責任ある役割を担い，知的

貢献を果たすためには，知的源泉として大きな責務を

有する大学を有効活用し，国際開発協力の質的向上に

役立てていくという視点が必要である．このような国

際貢献は，教育，研究，社会貢献という大学の役割の

一翼を担う重要な取組であると言える．特に，自然科

学分野に比べ競争的研究資金の種類が少ないといわれ

る人文・社会科学分野においては，国際開発協力への

参画により，外部資金を得て，社会貢献とともに教育

研究に役立つ実践フィールドの確保が期待できるなど，

大学側にとっても参画する意義は大きい．」「大学の知

を広く国際開発協力に活用するためには，開発途上国

が抱える各種の開発ニーズと大学が有する援助リソー

ス（研究成果や高度人材育成機能）双方に関する情報

をオープンにし，相互のマッチングを行うことが必要

である．このため，国際開発協力に参画する大学とし

ても，開発ニーズの把握に努めるとともに，自らが有

するリソースに関する情報を収集・公開する等の組織

的な役割を果たすことが求められる．なお，上記のマッ

チングを機能させるためには，個々の大学の努力に加

え，大学，援助機関，政府機関等の関係者が一体となっ

て，前述の「基本的な方向性」において提案した「知

的コミュニティ」を構築することが不可欠である．」

このような観点から，国際教育協力展開の内容と方法，

国際化・グローバル化への対応，国際教育協力経験を

通しての我が国の教育改善・大学改革等々の重要な視

野が明確になってくる．このような視野は，本学の教

育研究の重要な内容である教員養成，教員の力量向上

と大きく関わってくるものであり，現職教員にとって

も教育，研修の重要な内容となる．また児童・生徒は

もとより市民にとっての望ましい国際化・グローバル

化への主体的な対応の意味からも日常的，あるいは意

図的な活動，経験は重要なものである．

　ここで，確かめておきたいのは，今個人，家庭，地

域，学校，社会はもとより，教員養成機関・研修機関

等に期待されている国際教育を構想し実施していく上

で，国連の各種委員会で議論されている「人間の安全

保障」および「持続可能な開発」の考え方・内容は必

須のものであるという共通理解である．このことに

よって教育と活動が広がり，かつ重層的に深まってい

くと考える．

３．国際教育カリキュラムの構成と実施

　上記でも述べたように，国際教育カリキュラムは主

体的な国際化への対応のための多様な国際教育，国際

理解等の考え方，内容，方法，評価を含む統合的な概

念であるが，以下本学における具体的な開発事例（一

部抜粋）について述べる．

・国際教育シンポジウム，フォーラムの実施プログラ

ム，パンフレット

・国際教育フェスタプログラム

⇔（⑴−③），（⑴−④），（⑵−①），（⑵−③），（⑶−①），

　（⑶−②），（⑶−③），（⑶−④），（⑶−⑤）

　以下に示す国際教育シンポジウム，フォーラム，フェ

スタのプログラムの実際は，「報告２００６」の中で具体

的な方策として示された次のような観点から位置づけ

ることができる．・基礎教育協力に携わる国内関係者相

互のネットワークの形成（⑴−③），・南南協力への積

極的貢献（⑴−④），・息の長い協力・交流を進める戦

略の実現（⑵−①），・アジア地域における高等教育に

関する相互理解の促進（⑵−③），・協力における連携

の促進（⑶−①），・国際開発協力人材の育成のための

連携協力（⑶−②），・国際機関との連携の促進（⑶−

③），・初等中等教育現場における国際理解教育の充実

（⑶−④），・地域における外国人のための日本語教育の

充実（⑶−⑤）の観点である．なお（　）内の番号は，

分類のために筆者が付けたものである．以下同じ分類

による．

�研修受入実施プログラム

　…理数科研修，…理数科研修，…数学科研修，

　…理数科研修計画，…教員研修，…教員研修等

⇔（⑴−①），（⑴−②），（⑴−③），（⑴−④），（⑵−①），

　（⑵−②），（⑵−③），（⑶−①），（⑶−②），（⑶−③）

�専門家派遣実施プログラム

　…理数科研修，…理数科研修，…数学科研修，

　…理数科研修計画，…教員研修，…教員研修，

　…教員研修，…数学教育研修，…数学教育研修等

⇔（⑴−①），（⑴−②），（⑴−③），（⑴−④），（⑵−①），

　（⑵−②），（⑵−③），（⑶−①），（⑶−②），（⑶−③）

�国際教育コース授業シラバス

　国際教育協力研究シラバスと受講生の授業ノート

　国際教育現地理解研究シラバスと受講生の授業ノー

ト
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　国際教育協力演習（…での実践）

⇔（⑴−①），（⑴−②），（⑵−②），（⑶−②），

　（⑶−③），（⑶−⑤）

�国際教育カリキュラムの評価

　外部評価　総合的評価より一部抜粋

　内部評価　事業評価の例（センター事業評価，…事

業報告より）

　授業評価（国際教育協力研究，国際教育現地理解研

究の受講生の授業評価より）

⇔（⑴−①），（⑴−②），（⑴−③），（⑴−④），（⑵−①），

　（⑵−②），（⑵−③），（⑶−①），（⑶−②），（⑶−③），

　（⑶−④），（⑶−⑤）

　これら国際教育に関わる開発事例については，資料

としてその一部を掲載することとする．

４．おわりに

　これまで述べてきた国際教育についての様々な実

践・活動については，目的・目標を明確にし，それを

実現するための内容・方法を構築しつつ，多様な観点

による実態の把握のもと実践を展開してきた．教員教

育国際協力センターに関わる事業とその評価について

はセンター事業実施報告書，及びセンター事業評価（外

部評価を含む）を参照していただきたい．勿論こうし

た事業展開では，P − D − C − A サイクルの観点が重

要である．こうした観点からどの段階をどのように見

直すことが目的・目標の実現や接近につながるのかを

検討することである．

　またこれまでに報告してきたように個々の事業につ

いては，それぞれ活動のプログラムが準備されてきた．

それも継続的な事業では以前の実施を下敷きにしなが

ら改善が進められてきた．しかしそうした個々のプロ

グラム間の関係がどのように保たれているのか．個々

のプログラムを統合したときに何が実現できるのか，

何に近づけるのか．こうした観点からの検討を通して

個々のプログラムの統合体としての国際教育カリキュ

ラムの意義がより明確になると考えられる．この意味

からも前述センター事業実施報告書，センター事業評

価は国際教育カリキュラムの一部をなしていると考え

られるとともに，課題も見えてくるものがある．とこ

ろで前述の「報告２００６」の中では次の３つの内容に

よって整理されている．

⑴　基礎教育分野における質的向上・持続的発展の促

進

⑵　高等教育・職業教育分野における協力の拡充

⑶　我が国教育関係者の連携の促進等

　そしてこの３つの内容を構成する１２の項目を設定

している．この１２の項目の視点から，本学が展開し

てきた国際教育の取り組みを位置づけてみた．このこ

とからもこれまでの本学の取り組み，活動は多様な位

置づけが可能である．換言すれば，これらの観点をも

とに加除修正した目標・評価項目を策定することに

よって，本学の国際教育に関する計画，実践，評価，

すなわち国際教育カリキュラムを検討することが可能

であるということである．

　今後もこうした国際教育の目標，内容，計画，実施，評

価等々をトータルとしてとらえた国際教育カリキュラ

ムについて検討を加え，更なる提案，実施につないで

いきたいと考える．

　こうした観点からも，前述「報告２００６」は国際教

育の視野と大学としての展開の方向を検討する意味に

おいて重要である．大学の役割として教育，研究とと

もに社会貢献の重要さが確認されている今，同報告の

中の「国際社会における責務を果たし，開発途上国の

様々な課題をより効果的に解決するために大学をはじ

め我が国が有する「知」を活かした国際協力を推進す

る」こととともに，その経験と成果を地域の小学校，

中学校，高等学校他教育関係機関はじめ，地域との連

携の中で生かしていくことが重要である．このことは

大学の教育，研究に還元するとともに，その実践フィー

ルドの拡大に繋がる意味からも，その役割は大きいも

のがあるといえる．さらに地域，大学等での展開を通

して，国際教育のあり方を見直すとともに，新たな展

開の視野を得ることができるといえる．

　こうした立場から，個々のプログラムを統合する考

え方，内容の焦点化を図るとともに，個々のプログラ

ムの特性を明確にすることが必要である．そして国際

教育カリキュラムの構造と個々のプログラムとの関連

を明確にすることが必要である．

　このことによって国際教育の立場からの教員養成，

教員の力量向上への役割を果たすことはもとより，地

域の学校をはじめ広く地域社会への貢献が明確になる．

こうした積み上げによって大学，関係機関への国際教

育，国際教育協力への具体的な提案に繋がるといえる．

ここでは，その意味から国際教育カリキュラムについ

て検討し提案する１つの視野について述べた．

　今後本学の国際教育の計画，実践，評価に基づく検

討を通して，我が国の国際教育の進展に繋がる国際教

育カリキュラムの提案がなされることを期待している．

引用・参考文献及び関連文書等

１）国際教育協力懇談会，国際教育協力懇談会報告

２００６，２００６年８月

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/

003/boshu/06071904/001.htm
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２）人間の安全保障委員会最終報告書要旨，人間の安

全保障委員会事務局，２００３年５月

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/security/

index.html

３）我が国における「国連持続可能な開発のための教

育１０年」実施計画，「国連持続可能な開発のための

教育１０年」関係省庁連絡会議，平成１８年３月３０日

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/sogo/

kaihatsu.html

４）万人のための教育（EFA：Education for All）

　　１９９０年に「万人のための教育（EFA：Education 

for All）世界会議」（タイ・ジョムティエン），２０００

年に「世界教育フォーラム」（セネガル・ダカール）

が開催され，EFA 達成の指標となる６つの国際目標

が設定された．２００２年のカナナスキス・サミット

では「成長のための基礎教育イニシアティブ」が発

表された．「ダカール行動枠組み」による EFA へ向

けた目標

①修学前教育の拡大・改善

②無償で良質な初等教育の完全普及（２０１５年まで）

③青年・成人の学習ニーズの充足

④成人識字率の５０％改善（２０１５年まで）

⑤初等・中等教育における男女間格差の是正（２００５

年まで）

　教育における男女平等の達成（２０１５年まで）

⑥教育のあらゆる面での質的向上

５）国連ミレニアム開発目標（MDGs）

　　２０００年９月国連ミレニアム宣言を採択（１８９の全

加盟国）．２０１５年までに達成すべき，８つのミレニ

アム開発目標（MDGs：Millennium Development Goals）

を設定．

①極度の貧困と飢餓の撲滅

②普遍的な初等教育の達成

③ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上

④幼児死亡率の引き下げ

⑤妊産婦の健康状態の改善

⑥ HIV ／エイズ，マラリア，その他の疾病の蔓延防

止

⑦環境の持続可能性の確保

⑧開発のためのグローバル・パートナーシップの構

築
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